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一
　

『
保
元
物
語
』『
平
家
物
語
』
と
の
関
係
に
つ
い
て

　

近
時
、
歴
史
学
の
側
の
平
治
の
乱
研
究
の
進
展
は
著
し
く
、
元
木
泰
雄
に
よ
れ

ば
、
平
治
の
乱
と
は
、
次
の
よ
う
な
政
変
で
あ
っ
た
。

・
信
西
を
頂
点
と
し
て
政
治
的
に
自
立
し
た
か
つ
て
の
鳥
羽
院
近
臣
達
の
抗
争
と

し
て
平
治
の
乱
が
生
起

）
1
（

（
六
五
頁
）

・
新
興
の
院
近
臣
た
る
信
西
の
台
頭
が
、
伝
統
的
院
近
臣
家
か
ら
特
権
を
奪
い

と
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
す
る
反
発
に
こ
そ
、
広
範
な
信
西
打
倒

の
動
き
が
起
こ
っ
た
原
因
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
反
信
西
の
う
ね
り
を
背
景

に
、
武
力
と
摂
関
家
の
権
威
を
背
景
に
し
た
信
頼
、
天
皇
の
外
戚
で
あ
る
経

宗
、
天
皇
の
側
近
で
政
務
補
佐
役
の
惟
方
ら
が
中
心
と
な
っ
て
、
信
西
打
倒
と

政
治
主
導
権
奪
取
を
目
指
し
た
、
武
力
に
よ
る
政
変
が
惹
起
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
）
2
（

（
一
七
一
頁
）

・
即
位
し
た
二
条
と
、
院
政
を
目
指
す
後
白
河
と
の
確
執
の
中
で
、
後
白
河
院
政

を
支
え
る
信
西
と
、
二
条
親
政
を
支
持
す
る
伝
統
的
院
近
臣
勢
力
が
衝
突
す
る

形
で
、
平
治
元
年
（
一
一
五
九
）
平
治
の
乱
が
勃
発
し
た

）
3
（

（
八
頁
）

　

し
か
し
、
平
治
の
乱
に
取
材
し
た
『
平
治
物
語
』
で
は
、
平
治
の
乱
は
、
乱
の

中
心
と
な
っ
た
信
頼
や
義
朝
の
私
怨
か
ら
生
じ
た
も
の
と
す
る
。

　

例
え
ば
、
信
頼
の
信
西
に
対
す
る
私
怨
を
、
一
類
本
『
平
治
物
語
』
は
、
次
の

よ
う
に
記
す
。

・
信
頼
、
信
西
が
か
や
う
に
讒
言
し
申
事
を
つ
た
へ
き
ゝ
て
出
仕
も
せ
ず
、
伏
見

源
中
納
言
師
仲
卿
を
あ
い
か
た
り
て
、
伏
見
な
る
所
に
こ
も
り
ゐ
つ
ゝ
、
馬
の

は
せ
ひ
き
に
身
を
な
ら
は
し
、
力
わ
ざ
を
い
と
な
み
、
武
芸
を
ぞ
稽
古
し
け

る
。
こ
れ
、
し
か
し
な
が
ら
、
信
西
を
う
し
な
は
ん
が
た
め
也

）
4
（

。（
一
五
一
頁
）

　

後
白
河
院
が
、
信
頼
の
大
将
任
官
の
可
否
を
信
西
に
相
談
し
た
際
、
信
西
が
、

・
信
頼
な
ど
が
身
を
も
つ
て
大
将
を
け
が
さ
ば
、
い
よ
い
よ
お
ご
り
を
き
は
め

て
、
謀
逆
の
臣
と
な
り
、
天
の
た
め
に
滅
さ
れ
候
は
ん
こ
と
は
、
い
か
で
か
不

便
に
お
ぼ
し
め
さ
で
は
候
べ
き
。（
一
五
一
頁
）

と
諫
め
、
信
頼
の
任
官
を
阻
止
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
を
信
頼
は
聞
き
、
信

頼
は
、
そ
の
後
、
出
仕
も
せ
ず
、
信
西
の
殺
害
を
企
て
た
と
す
る
。

　

ま
た
、
物
語
の
中
で
、
義
朝
の
私
怨
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
信

頼
が
、
清
盛
で
は
な
く
、
義
朝
を
仲
間
に
誘
っ
た
理
由
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
記

さ
れ
る
。

・
清
盛
は
大
宰
大
弐
た
る
上
、
大
国
あ
ま
た
給
ッ
て
、
一
族
み
な
朝
恩
に
ほ
こ
り
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（
二

）

恨
み
な
か
り
け
れ
ば
、
よ
も
同
意
せ
じ
と
お
も
ひ
、
源
氏
左
馬
頭
義
朝
は
、
保

元
の
み
だ
れ
以
後
、
平
家
に
お
ぼ
え
劣
り
て
不
快
者
な
り
と
思
け
れ
ば
、
ち
か

づ
き
よ
り
て
懇
の
こ
ゝ
ろ
ざ
し
を
ぞ
か
よ
は
し
け
る
。（
一
五
二
頁
）

　

義
朝
を
、「
保
元
の
み
だ
れ
以
後
、
平
家
に
お
ぼ
え
劣
り
て
不
快
者
な
り
」
と

見
た
信
頼
の
判
断
は
正
し
か
っ
た
。
信
頼
が
義
朝
を
招
き
、
謀
叛
へ
の
勧
説
を
し

た
際
、
義
朝
は
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

・
去
保
元
の
み
だ
れ
に
、
一
門
朝
敵
と
な
り
て
、
類
輩
こ
と
ご
と
く
誅
伐
せ
ら

れ
、
義
朝
一
人
に
ま
か
り
な
り
て
候
へ
ば
、
清
盛
も
内
々
、
所
存
こ
そ
候
ら

め
。（
一
五
三
頁
）

　

去
る
保
元
の
乱
の
折
に
、
源
氏
一
門
は
朝
敵
と
な
り
、
係
累
の
者
達
は
総
て
誅

伐
さ
れ
、
義
朝
一
人
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
清
盛
も
内
々
、
考
え
る
と
こ
ろ
が
ご

ざ
い
ま
し
ょ
う
の
意
だ
ろ
う

）
5
（

。
保
元
の
乱
と
は
、
源
氏
も
平
氏
も
係
累
相
乱
れ
て

の
戦
い
で
あ
り
、
決
し
て
源
平
の
合
戦
で
は
な
か
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
義
朝
が

信
頼
に
加
担
す
る
こ
と
に
な
っ
た
理
由
を
、『
平
治
物
語
』
が
、
義
朝
の
対
平
家

へ
の
遺
恨
と
す
る
点
に
注
意
し
た
い
。

　

た
だ
し
、
先
に
指
摘
し
た
、
信
頼
が
信
西
へ
の
遺
恨
か
ら
平
治
の
乱
を
起
こ
し

た
と
い
う
の
は
、『
平
治
物
語
』
独
自
の
虚
構
で
は
な
か
っ
た
。

『
今
鏡
』
に
次
の
一
節
が
あ
る
。

・
信
頼
の
衛
門
督
と
申
し
し
は
、
か
の
大
徳
が
仲
あ
し
く
て
、
か
か
る
あ
さ
ま
し

さ
を
し
出
だ
せ
る
な
り
け
り
。
御
覚
え
の
人
に
て
、「
い
か
な
る
官
も
な
ら
む
」

と
思
ふ
に
、
入
道
諫
む
る
を
い
ぶ
せ
く
思
ひ
て
、
軍
を
起
し
た
り
け
る
を
、
大

徳
悟
り
て
、
行
く
方
知
ら
ず
な
り
に
け
る
に
、
か
の
御
垣
守
も
そ
の
報
い
に
、

思
は
ぬ
屍
に
な
む
な
り
に
け
る
、
い
と
あ
さ
ま
し
と
も
、
こ
と
ば
も
及
ば
ぬ
事

な
る
べ
し

）
6
（

。（
上―

四
九
五
頁
）

　

『
今
鏡
』
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
、
嘉
応
二
年
（
一
一
七
〇
）
説
や
、
承
安

四
年
（
一
一
七
四
）
八
月
十
日
以
後
、
承
安
五
年
七
月
以
前
説
と
い
う
よ
う
に
諸

説
あ
る
が
、
ど
ち
ら
の
説
に
よ
っ
て
も
、
平
治
の
乱
が
生
起
し
て
か
ら
十
数
年
後

に
は
、「
い
か
な
る
官
も
な
ら
む
」
と
す
る
信
頼
の
思
い
を
信
西
が
邪
魔
し
た
た

め
、
そ
の
こ
と
を
恨
み
に
思
っ
た
信
頼
が
、
信
西
を
亡
き
者
に
し
よ
う
と
し
た
と

す
る
平
治
の
乱
観
が
、
世
上
に
流
布
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
ろ
う

）
7
（

。
そ
う
し
た
乱

観
に
『
平
治
物
語
』
は
則
り
な
が
ら
、
さ
ら
に
義
朝
も
ま
た
、
保
元
の
乱
の
際
の

平
家
へ
の
遺
恨
か
ら
、
信
頼
の
勧
説
に
応
じ
た
と
す
る
物
語
を
構
想
し
た
の
だ
ろ

う
）
8
（

。

　

そ
し
て
注
意
す
べ
き
は
、『
平
治
物
語
』
が
、
そ
う
し
た
信
頼
を
、

・
文
に
も
あ
ら
ず
、
武
に
も
あ
ら
ず
、
能
も
な
く
、
又
、
芸
も
な
し
。
た
だ
朝
恩

に
の
み
ほ
こ
り
て
…
…
家
に
た
え
て
ひ
さ
し
き
大
臣
の
大
将
に
の
ぞ
み
を
か

け
て
、
か
け
ま
く
も
か
た
じ
け
な
く
、
お
ほ
け
な
き
振
舞
を
の
み
ぞ
し
け
る
。

…
…
た
だ
栄
華
に
の
み
ぞ
ほ
こ
り
け
る
。（
一
四
七
～
一
四
八
頁
）

と
徹
底
的
に
批
判
し
、
そ
う
し
た
信
頼
を
、
大
将
に
任
官
さ
せ
よ
う
と
す
る
後
白

河
院
に
対
す
る
信
西
の
先
の
諫
言
に
見
る
よ
う
に
、
信
頼
は
、
物
語
当
初
か
ら
、

奢
り
故
に
滅
び
る
で
あ
ろ
う
運
命
が
予
測
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

同
様
の
こ
と
は
、
信
頼
に
加
担
し
た
弟
惟
方
を
叱
責
す
る
左
衛
門
督
藤
原
光
頼

の
次
の
言
葉
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。

・
御
辺
、
は
じ
め
て
暴
逆
の
臣
に
か
た
ら
は
れ
て
、
累
家
の
佳
名
を
う
し
な
は
ん

事
、
く
ち
お
し
か
る
べ
し
。
清
盛
は
熊
野
参
詣
と
げ
ず
し
て
、
切
目
の
宿
よ
り

は
せ
上
。
大
勢
に
て
こ
そ
あ
ん
な
れ
。
信
頼
卿
が
か
た
ら
ふ
所
の
兵
、
幾
く
な

ら
じ
。
平
家
の
大
勢
、
を
し
よ
せ
て
攻
め
ん
に
、
時
刻
を
や
め
ぐ
ら
す
べ
き
。

…
…
人
臣
の
王
位
を
う
ば
ふ
事
、
漢
朝
に
は
そ
の
例
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
本
朝

― 61 ―
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に
は
い
ま
だ
、
如
此
の
先
規
を
き
か
ず
。
天
照
大
神
・
正
八
幡
宮
は
、
王
法
を

ば
何
と
ま
ぼ
ら
せ
給
ぞ
や
。（
一
七
三
頁
）

　

こ
の
よ
う
に
、
乱
の
原
因
を
、
乱
を
起
こ
し
た
者
の
確
執
・
私
怨
に
求
め
、
そ

こ
に
乱
の
敗
因
を
求
め
る
と
い
う
手
法
は
、
次
に
見
る
『
保
元
物
語
』
も
同
様
で

あ
る
。

　

『
保
元
物
語
』
で
は
、
鳥
羽
院
と
崇
徳
天
皇
と
の
間
に
は
、
確
執
が
あ
っ
た
と

す
る
。
以
下
、
半
井
本
『
保
元
物
語
』
で
確
認
し
て
み
よ
う
。

・
先
帝
コ
ト
ナ
ル
御
ツ
ヽ
ガ
モ
渡
ラ
セ
給
ハ
ヌ
ニ
、
ヲ
シ
ヲ
ロ
シ
奉
ラ
セ
給
フ
コ

ソ
浅
猿
ケ
レ
。
カ
ヽ
リ
ケ
レ
バ
、
御
恨
ノ
ミ
残
ケ
ル
ニ
ヤ
、
一
院
新
院
父
子
ノ

御
中
、
不
快
ト
聞
エ
シ
。（
五
頁
）

　

格
別
病
気
で
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
の
に
無
理
矢
理
退
位
さ
せ
ら
れ
た

先
帝
崇
徳
院
は
、
父
帝
鳥
羽
院
と
の
間
に
恨
み
を
残
す
ば
か
り
で
、
父
子
の
御
仲

は
良
く
な
か
っ
た
と
い
う
。

　

ま
た
、
近
衛
天
皇
崩
御
後
、
今
度
こ
そ
は
嫡
男
重
仁
の
即
位
を
と
の
願
い
も
叶

わ
ず
、
美
福
門
院
の
暗
躍
に
よ
り
、
実
弟
の
後
白
河
天
皇
が
即
位
し
た
際
も
、

・
新
院
ト
ハ
一
ツ
御
腹
ニ
テ
ワ
タ
ラ
セ
給
シ
カ
ド
モ
、
女
院
モ
テ
ナ
シ
奉
リ
、
法

皇
ニ
モ
内
々
コ
シ
ラ
ヘ
申
サ
セ
給
ケ
ル
ト
ゾ
ウ
ケ
給
ル
。
是
ニ
ヨ
リ
、
新
院
御

恨
今
一
入
ゾ
マ
サ
ラ
セ
給
ゾ
理
ナ
ル
。（
六
頁
）

と
記
さ
れ
る
。

　

あ
る
い
は
、
謀
叛
を
前
に
し
た
崇
徳
院
の
思
い
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

・
新
院
、
日
来
思
食
ケ
ル
ハ
、「
昔
ヨ
リ
シ
テ
、
位
ヲ
ウ
ケ
ツ
ギ
、
父
譲
ヲ
得
事

ハ
、
嫡
庶
ニ
ヨ
ラ
ズ
、
器
量
ヲ
モ
撰
ビ
、
外
戚
ノ
安
否
ヲ
モ
尋
ラ
ル
ル
ニ
、
是

ハ
、
当
腹
ノ
寵
愛
ト
云
計
ニ
テ
、
近
衛
院
ニ
位
ヲ
押
取
レ
、
恨
フ
カ
ク
シ
テ

過
シ
程
ニ
、
近
衛
院
カ
ク
レ
給
ヌ
ル
上
ハ
、
重
仁
親
王
ヲ
コ
ソ
帝
位
ニ
可
被

備
ニ
、
思
ノ
外
ニ
、
又
、
四
宮
ニ
コ
サ
レ
ヌ
ル
事
口
惜
」
ト
ヲ
ボ
シ
メ
サ
レ
ケ

ル
。（
一
一
～
一
二
頁
）

　

ま
た
、
乱
の
加
担
者
藤
原
頼
長
に
も
、
崇
徳
院
の
思
い
は
、
次
の
よ
う
に
明
か

さ
れ
る
。

・
上
皇
ノ
尊
号
ニ
烈
ベ
ク
ハ
、
重
仁
人
数
ノ
内
ニ
可
入
処
ニ
、
数
ノ
外
ナ
ル
文
ニ

モ
武
ニ
モ
ア
ラ
ヌ
四
宮
ニ
位
ヲ
コ
サ
レ
、
父
子
ガ
怨
難
押
カ
リ
ツ
レ
共
、
故

院
、
サ
テ
御
座
ツ
ル
程
ハ
、
ツ
ナ
ガ
ヌ
月
日
ナ
レ
バ
、
二
年
ノ
春
秋
ヲ
送
レ
リ

シ
ハ
忍
難
シ
。
今
、
旧
院
昇
霞
ノ
後
ハ
、
ナ
ン
ノ
憚
カ
ア
ル
ベ
キ
。（
一
四
頁
）

　

ま
た
、
頼
長
と
兄
忠
通
と
の
確
執
は
、
頼
長
が
、
氏
の
長
者
に
補
さ
れ
、
万
機

の
内
覧
の
宣
旨
を
蒙
っ
た
時
か
ら
始
ま
っ
た
。
頼
長
は
、
兄
忠
通
と
は
、
父
子
の

関
係
に
も
あ
っ
た
が
、
そ
う
し
た
確
執
の
中
、
頼
長
は
、
崇
徳
院
の
一
宮
重
仁
を

即
位
さ
せ
て
、
崇
徳
院
の
御
代
に
し
て
、
自
分
が
摂
政
と
な
っ
て
思
い
の
ま
ま
に

政
治
を
執
ろ
う
と
思
う
に
至
っ
た
と
す
る
。

・
法
性
寺
殿
ハ
、
関
白
ノ
御
名
計
ニ
テ
、
何
事
ニ
モ
イ
ロ
ワ
セ
給
ハ
ズ
、
余
所
ノ

人
ニ
テ
ゾ
御
座
ケ
ル
。
角
ノ
ミ
関
白
ノ
シ
ヅ
マ
セ
給
コ
ソ
欝
憤
深
シ
テ
、「
当

今
位
ニ
付
給
テ
、
世
淳
素
ニ
カ
エ
ル
ベ
ク
ハ
、
関
白
ノ
辞
表
ヲ
サ
マ
ル
カ
、
内

覧
ノ
氏
ノ
長
者
、
関
白
ニ
可
付
歟
、
両
様
天
裁
ニ
ア
リ
」
ト
頻
リ
ニ
申
サ
セ
給

フ
。
此
故
ニ
、
関
白
殿
ト
左
大
臣
殿
ト
御
兄
弟
ノ
上
、
父
子
ノ
御
契
約
ア
リ

テ
、
礼
儀
深
ク
御
座
ケ
レ
ド
モ
、
後
ニ
ハ
御
中
不
快
ニ
ゾ
キ
コ
エ
シ
。
此
左
大

臣
殿
ノ
ヲ
ボ
シ
メ
シ
ケ
ル
ハ
、「
新
院
ノ
一
宮
重
仁
親
王
ヲ
位
ニ
付
奉
テ
、
世

ヲ
新
院
ニ
シ
ラ
セ
進
テ
、
我
マ
マ
ニ
天
下
ノ
事
ヲ
取
リ
可
行
」
ト
思
食
ト
モ
云

ヘ
リ
。（
一
三
～
一
四
頁
）

　

こ
う
し
て
、『
保
元
物
語
』の
場
合
も
、
乱
を
引
き
起
こ
し
た
者
へ
の
批
判
は
、

崇
徳
院
と
頼
長
に
集
中
す
る
。
父
帝
鳥
羽
院
崩
御
後
間
も
な
い
中
で
の
謀
叛
に
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（
四

）

は
、
人
々
の
声
を
通
し
て
、
崇
徳
院
は
次
の
よ
う
に
批
判
さ
れ
る
。

・
コ
ハ
何
事
ゾ
ヤ
。
設
新
院
、
国
ヲ
ウ
バ
ヰ
給
共
、
先
院
ノ
御
晏
駕
僅
ニ
十
ケ
日

ノ
内
ニ
、
此
御
企
ヤ
ア
ル
ベ
キ
。
崇
廟
ノ
御
計
、
凡
下
ハ
難
計
事
也
。（
一
五

頁
）

　

あ
る
い
は
、
崇
徳
院
の
謀
叛
の
意
志
を
、
左
京
大
夫
教
長
か
ら
聞
い
た
内
大
臣

実
能
は
、
次
の
よ
う
に
諫
言
し
た
と
す
る
。

・
カ
カ
ル
事
ヲ
内
々
勧
申
ス
人
ノ
ア
ル
ニ
コ
ソ
。
コ
ハ
浅
猿
キ
御
計
哉
。
世
末
ニ

望
ト
申
セ
共
、
サ
ス
ガ
天
子
ノ
御
運
ハ
、
凡
夫
ノ
兎
角
思
ニ
ヨ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。

伊
勢
太
神
宮
、
正
八
幡
宮
ノ
御
計
也
。
我
国
ハ
、
辺
地
栗
散
ト
云
ヘ
共
、
神
明

統
ヲ
ウ
ケ
テ
、
宗
廟
置
護
給
。
聖
朝
、
先
代
、
皆
弟
也
。
ク
ヤ
シ
ト
思
食
ト

モ
、
位
ヲ
ツ
ギ
、
世
ヲ
取
セ
給
事
、
今
ニ
ハ
ジ
メ
ヌ
事
也
。
サ
レ
バ
御
運
ハ
天

ニ
任
セ
奉
テ
、
若
御
心
ユ
カ
セ
給
ハ
ヌ
事
ナ
ラ
バ
、
ヲ
ソ
ラ
ク
ハ
御
出
家
ナ
ン

ド
モ
ア
リ
テ
、
片
方
ニ
入
籠
テ
ワ
タ
ラ
セ
給
テ
、
一
宮
ノ
御
事
ヲ
コ
ソ
仏
神
三

宝
ニ
モ
祈
申
サ
セ
給
ハ
ヌ
。（
二
〇
頁
）

　

実
能
の
言
葉
に
見
る
「
カ
カ
ル
事
ヲ
内
々
勧
申
ス
人
」
と
は
、
頼
長
の
こ
と
を

言
う
の
だ
ろ
う
。
謀
叛
の
発
意
は
、
物
語
に
よ
れ
ば
、
崇
徳
院
に
早
く
も
あ
っ
た

の
だ
が
、

・
左
府
本
ヨ
リ
、「
此
君
、
世
ヲ
取
リ
給
ハ
バ
、
摂
録
ニ
ヲ
ヒ
テ
ハ
無
疑
」
ト
思

レ
ケ
レ
バ
、「
尤
可
然
。
思
食
立
べ
キ
」
由
、
勧
メ
申
サ
セ
給
ケ
ル
ト
カ
ヤ
。

（
一
五
頁
）

と
あ
る
よ
う
に
、
本
来
諫
止
す
べ
き
頼
長
は
、
こ
と
も
あ
ろ
う
に
己
の
野
望
を
遂

げ
る
た
め
に
、
崇
徳
院
に
謀
叛
を
勧
め
た
と
す
る
。

　

ま
た
、
頼
長
の
勧
説
に
乗
っ
た
崇
徳
院
に
対
す
る
実
能
の
批
判
に
は
、
源
頼
政

の
勧
説
に
応
じ
て
「
由
な
き
謀
叛
」
に
加
担
し
た
以
仁
王
を
、
即
位
へ
の
野
望
が

あ
っ
た
と
し
て
批
判
的
に
描
く
『
平
家
物
語
』
に
相
通
じ
る
も
の
を
見
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か

）
9
（

。

　

以
上
、『
平
治
物
語
』
で
は
、
平
治
の
乱
を
、
信
頼
と
信
西
、
義
朝
と
平
家
と

の
私
怨
に
よ
る
確
執
か
ら
生
じ
た
乱
と
描
き
、『
保
元
物
語
』
で
も
、
保
元
の
乱

を
、
即
位
を
争
っ
た
近
衛
天
皇
や
後
白
河
天
皇
と
の
確
執
か
ら
生
じ
た
崇
徳
院
の

恨
み
や
、
兄
忠
通
と
の
確
執
か
ら
、
崇
徳
院
の
御
代
に
し
て
摂
政
に
な
り
、
思
い

の
ま
ま
に
政
治
を
執
ろ
う
と
し
た
頼
長
の
野
望
か
ら
生
じ
た
乱
と
し
て
描
い
て
い

る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
、
両
物
語
共
に
、
謀
叛
を
引
き
起
こ
し
た
者
達
の

確
執
や
私
怨
や
野
望
に
敗
退
の
因
を
探
っ
て
い
る
よ
う
に
、『
平
家
物
語
』
も
ま

た
同
様
に
、
近
似
し
た
歴
史
叙
述
を
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。

　

か
つ
て
明
ら
か
に
し
た
こ
と
だ
が
、『
平
家
物
語
』
は
、
鹿
谷
事
件
を
成
親
の

私
怨
か
ら
生
じ
た
事
件
と
し
、
山
門
事
件
を
西
光
父
子
の
私
怨
に
よ
る
讒
奏
か
ら

生
じ
た
乱
と
み
な
し
て
い
た
。
ま
た
、
以
仁
王
の
挙
兵
は
、
源
頼
政
父
子
の
私
怨

と
、
以
仁
王
の
即
位
へ
の
野
望
か
ら
引
き
起
こ
さ
れ
た
事
件
と
し
、
法
住
寺
殿
合

戦
も
ま
た
、
後
白
河
院
の
側
近
知
康
の
義
仲
に
対
す
る
私
怨
か
ら
引
き
起
こ
さ
れ

た
事
件
と
し
て
描
い
て
い
た

）
10
（

。

　

そ
し
て
、『
平
家
物
語
』
の
場
合
も
、
そ
れ
ら
の
事
件
が
彼
ら
の
私
怨
か
ら
生

じ
た
企
て
で
あ
っ
た
が
た
め
に
、
い
ず
れ
も
失
敗
に
終
わ
っ
た
と
、
批
判
的
に
記

し
て
い
る
点
も
同
様
で
あ
る
。
こ
う
し
た
歴
史
叙
述
の
方
法
の
共
通
性
は
、『
保

元
物
語
』『
平
治
物
語
』『
平
家
物
語
』
の
三
作
品
が
、
共
通
し
た
歴
史
認
識
の
土

壌
か
ら
生
成
し
た
こ
と
を
物
語
ろ
う
。

　

し
か
し
、
三
作
品
は
、
共
通
し
た
歴
史
叙
述
の
方
法
に
立
ち
な
が
ら
も
、
様
々

な
趣
向
を
凝
ら
し
て
い
る
。

　

例
え
ば
、『
保
元
物
語
』
は
、
親
子
兄
弟
が
敵
味
方
に
分
か
れ
た
為
義
や
義
朝
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（
五

）

を
初
め
と
す
る
源
氏
一
族
間
の
確
執
を
記
さ
な
い
。
為
義
の
院
参
と
て
、

・
其
夜
ニ
六
条
判
官
為
義
ヲ
召
ケ
レ
共
、
日
比
ハ
、
可
参
由
申
ナ
ガ
ラ
、
後
ニ

ハ
、
忽
ニ
変
改
シ
タ
ル
気
色
ニ
テ
、
不
定
ノ
由
ヲ
申
シ
ケ
レ
バ
（
二
二
頁
）

と
あ
る
よ
う
に
、
初
め
は
院
参
を
た
め
ら
っ
て
い
た
。
こ
の
後
、
崇
徳
院
の
使
者

教
長
の
説
得
に
よ
り
、
為
義
と
そ
の
子
供
達
は
、
仕
方
な
く
院
参
す
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
為
朝
が
、
兄
義
朝
と
対
戦
し
た
時
、
一
旦
番
え
た
矢
を
は
ず

し
た
の
も
、

・
内
勝
セ
給
ハ
バ
、
汝
ヲ
頼
テ
、
我
ハ
参
ラ
ン
。
院
勝
セ
給
ハ
バ
我
ヲ
頼
テ
汝
ハ

扶
レ
」
ナ
ン
ド
、
内
々
約
束
モ
ヤ
有
ラ
ン
（
五
八
頁
）

と
の
思
い
が
為
朝
に
過
ぎ
っ
た
た
め
だ
が
、
こ
の
後
、
戦
い
に
敗
れ
た
為
義
が
、

子
供
達
と
共
に
東
国
に
落
ち
延
び
る
こ
と
な
く
、
義
朝
の
も
と
に
出
頭
し
よ
う
と

し
た
の
も
、

・
清
盛
ハ
、
伯
父
忠
正
五
人
法
師
ニ
コ
ソ
成
タ
レ
共
、
命
計
ハ
扶
タ
ン
也
。
下
野

守
ハ
、
今
度
ノ
勧
賞
ニ
、
左
馬
頭
ニ
成
タ
ン
也
。
勲
功
ニ
申
替
、
ナ
ド
カ
父
一

人
ヲ
扶
ケ
ザ
ル
ベ
キ
ト
思
ヘ
バ
、
為
義
ハ
、
義
朝
ガ
許
へ
顕
レ
テ
行
テ
、
命
計

ヲ
申
請
ヨ
」
ト
云
テ
、
世
ヲ
渡
ラ
ン
ト
思
ゾ
（
九
三
～
九
四
頁
）

と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
為
義
と
義
朝
と
の
間
に
、
内
々
の
約
束
が
物
語
の
上
に

お
い
て
も
、
本
当
に
あ
っ
た
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
分

か
ら
な
い
が
、
彼
等
親
子
の
確
執
か
ら
親
子
が
敵
味
方
に
分
か
れ
て
戦
う
こ
と
に

な
っ
た
と
描
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
為
義
と
義
朝
と
の
対
立
は
、
確
執

故
の
対
立
で
は
な
く
、
物
語
の
上
で
は
、
致
し
方
な
い
、
望
ま
ざ
る
対
立
で
あ
っ

た
）
11
（

。
故
に
、『
保
元
物
語
』
で
は
、
乱
後
の
、
為
義
や
義
朝
等
の
源
氏
の
悲
劇
が

主
題
と
な
っ
て
描
か
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

そ
の
源
氏
の
悲
劇
を
さ
ら
に
増
幅
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
が
、
平
家
と
の
確

執
で
あ
っ
た
。

・
清
盛
ガ
伯
父
ヲ
切
ナ
ラ
バ
、
義
朝
、
父
ヲ
バ
切
ラ
ン
ズ
ラ
ン
ト
、
和
讒
ニ
構
テ

切
テ
ケ
リ
。（
九
八
頁
）

と
記
す
よ
う
に
、
義
朝
は
、
清
盛
の
和
讒
に
よ
り
、
む
ざ
む
ざ
と
父
為
義
を
殺
す

こ
と
に
な
っ
た
と
繰
り
返
し
記
す
の
が
、『
保
元
物
語
』
で
あ
る

）
12
（

。

　

そ
の
源
平
と
の
確
執
に
、
さ
ら
に
焦
点
を
当
て
て
描
い
た
の
が
、『
平
治
物
語
』

で
あ
っ
た
。

　

一
方
、『
平
家
物
語
』
の
場
合
は
、
私
怨
に
よ
る
挙
兵
の
失
敗
を
記
す
だ
け
で

な
く
、
故
に
、
朝
敵
は
、
朝
家
の
命
を
受
け
、
征
夷
大
将
軍
に
任
じ
ら
れ
た
源
氏

や
平
家
に
よ
り
果
た
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
新
し
い
歴
史
叙
述
の
方
法
を
取

り
込
ん
だ
点
に
あ
る
と
言
え
よ
う

）
13
（

。

二
　

一
類
本
『
平
治
物
語
』
と
『
愚
管
抄
』
の
関
係

　

『
平
家
物
語
』
と
『
愚
管
抄
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
数
多
く

の
論
が
発
表
さ
れ
て
い
る
が
、
現
段
階
で
の
結
論
を
ま
と
め
れ
ば
、『
平
家
物
語
』

は
、
そ
の
生
成
の
か
な
り
早
い
段
階
に
お
い
て
、『
愚
管
抄
』
の
影
響
を
受
け
て

い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

で
は
、
一
類
本
『
平
治
物
語
』
と
『
愚
管
抄
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
い
か
が

で
あ
ろ
う
か
。

　

例
え
ば
、
信
西

期
の
場
面
な
ど
、
危
機
を
察
し
て
逃
げ
た
信
西
が
、
敵
兵
か

ら
身
を
隠
す
た
め
穴
を
掘
っ
て
隠
れ
て
い
た
も
の
の
、
源
光
保
に
見
つ
か
り
、
掘

り
出
さ
れ
る
前
に
自
害
し
て
い
た
と
す
る
点
等
、
一
類
本
『
平
治
物
語
』
と
『
愚

管
抄
』
と
は
重
要
な
点
で
一
致
し
て
い
て
注
目
さ
れ
る
が
、
逆
に
、
一
類
本
『
平
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（
六

）

治
物
語
』
で
は
、
信
西
は
、
馬
に
乗
っ
て
逃
げ
た
と
す
る
の
に
対
し
、『
愚
管
抄
』

で
は
、
輿
に
乗
っ
て
逃
げ
た
と
す
る
よ
う
に
、
細
か
い
点
ま
で
一
致
す
る
わ
け
で

は
な
い
。

　

あ
る
い
は
、
一
類
本
『
平
治
物
語
』
の
内
裏
脱
出
記
事
で
は
、
二
条
天
皇
は
六

波
羅
へ
、
後
白
河
院
は
、
仁
和
寺
へ
脱
出
し
た
と
す
る
の
に
対
し
、『
愚
管
抄
』

で
は
共
に
六
波
羅
に
脱
出
し
た
と
す
る
し
、
さ
ら
に
、『
愚
管
抄
』
に
は
、
二
条

天
皇
の
内
裏
脱
出
時
の
か
な
り
詳
細
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
見
ら
れ
る
な
ど
、
違
い
も

大
き
く
、
一
概
に
両
本
の
影
響
関
係
を
指
摘
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。

　

そ
う
し
た
中
、『
平
治
物
語
』
は
、
一
類
本
の
段
階
で
、『
愚
管
抄
』
を
物
語
作

成
に
あ
た
っ
て
素
材
と
し
て
利
用
し
た
と
論
ず
る
の
が
、
谷
口
耕
一

）
14
（

で
あ
る
。

　

『
平
治
物
語
』
一
類
本
の
『
愚
管
抄
』
依
拠
説
の
当
否
を
、
次
に
検
討
し
て
み

よ
う
。
信
西
の
南
都
落
ち
の
場
面
で
あ
る
。

・
此
人
は
、
天
文
淵
源
を
究
て
、
推
条
、
掌
を
さ
す
が
如
成
し
が
、
宿
運
、
此
時

や
つ
き
に
け
ん
、
三
日
さ
き
だ
つ
て
出
た
る
天
変
を
、
今
夜
は
じ
め
て
ぞ
見
付

け
る
。
木
星
寿
命
死
に
有
、
忠
臣
、
君
に
か
は
る
と
い
ふ
天
変
也
。（
一
六
一

～
一
六
二
頁
）

　

信
西
は
、
九
日
の
夜
討
を
か
ね
て
知
っ
て
い
た
の
か
、
院
に
知
ら
せ
に
参
っ
た

所
、
丁
度
管
弦
の
遊
び
の

中
で
あ
っ
た
た
め
、
女
房
に
子
細
を
申
し
置
い
て
退

去
し
、
侍
三
四
人
程
を
召
し
連
れ
て
、
所
領
の
あ
る
宇
治
田
原
の
大
道
寺
に
着
い

た
と
し
て
、
先
に
引
用
し
た
本
文
に
接
続
す
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
信
西
の
宿
運

が
尽
き
た
た
め
か
、
三
日
前
に
出
て
い
た
天
変
を
、
今
夜
初
め
て
見
つ
け
た
と
す

る
。
そ
の
天
変
と
は
、「
木
星
寿
命
死
に
有
」
と
い
う
も
の
で
、
こ
れ
は
、
忠
臣

が
君
の
命
に
替
わ
る
と
い
う
天
変
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
こ
で
、
信
西
は
、
我
が

命
を
失
う
代
わ
り
に
、
後
白
河
院
の
命
を
救
お
う
と
決
意
し
た
と
す
る
。
谷
口

は
、
こ
の
内
の
「
木
星
寿
命
死
」
と
い
う
天
変
に
注
目
す
る
。
こ
の
該
当
部
を
、

金
刀
比
羅
本
は
、「
木
生
寿
命
亥
」、
流
布
本
は
「
木
星
寿
命
豕
」
と
す
る
よ
う

に
、
諸
本
の
表
記
は
一
様
で
な
く
、
意
味
す
る
所
も
、
諸
注
が
未
詳
と
す
る
よ
う

に
明
ら
か
で
は
な
い
。

　

こ
の
一
類
本
『
平
治
物
語
』
の
理
解
に
資
す
る
と
思
わ
れ
る
の
が
、
谷
口
の
注

目
す
る
、『
愚
管
抄
』
の
次
の
記
事
で
あ
る
。

・
信
西
ハ
カ
ザ
ド
リ
テ
左
衞
門
尉
師
光
…
…
ヲ
グ
シ
テ
、
人
ニ
シ
ラ
ル
マ
ジ
キ
夫

コ
シ
カ
キ
ニ
カ
ヽ
レ
テ
、
大
和
国
ノ
田
原
ト
云
方
へ
行
テ
、
穴
ヲ
ホ
リ
テ
カ
キ

ウ
ヅ
マ
レ
ニ
ケ
リ
。
ソ
ノ
四
人
ナ
ガ
ラ
本
鳥
キ
リ
テ
名
ツ
ケ
ヨ
ト
云
ケ
レ
バ
、

西
光
・
西
景
・
西
実
・
西
印
ト
ツ
ケ
タ
リ
ケ
ル
。
ソ
ノ
西
光
・
西
景
ハ
後
ニ
院

ニ
メ
シ
ツ
カ
ハ
レ
テ
候
キ
。
西
光
ハ
、「
タ
ヾ
唐
ヘ
渡
ラ
セ
給
へ
。
グ
シ
マ
イ

ラ
セ
ン
」
ト
ゾ
云
ケ
ル
。「
出
立
ケ
ル
時
ハ
本
星
命
位
ニ
ア
リ
。
イ
カ
ニ
モ
ノ

ガ
ル
マ
ジ
」
ト
ゾ
云
ケ
ル
。（『
愚
管
抄
』
二
二
八
～
二
二
九
頁
）

　

信
西
は
、「
カ
ザ
ド
リ
テ
」、
師
光
等
を
引
き
連
れ
て
田
原
に
落
ち
た
と
す
る

が
、「
カ
ザ
ド
リ
テ
」は
、
ど
の
よ
う
に
解
し
た
ら
良
い
の
か
。
大
系
本『
愚
管
抄
』

の
頭
注
で
は
、「
に
お
い
を
感
ず
る
」（
二
二
八
頁
）
と
し
、『
愚
管
抄
全
註
解
』

（
中
島
悦
次
、
一
九
六
九
・
7
）
で
は
、「「
か
さ
に
取
り
て
」
の
意
味
で
、
う
わ

手
に
出
て
、
先
廻
り
し
て
の
意
味
か
」（
三
八
二
頁
）
と
す
る
。
ま
た
、『
日
本
の

名
著
　

慈
円
　

北
畠
親
房
』（
大
隅
和
雄
、
一
九
八
三
・
9
）
の
現
代
語
訳
で
は
、

「
信
西
は
不
意
を
う
た
れ
た
敗
北
を
感
じ
と
り
」（
二
二
二
頁
）
と
い
う
よ
う
に
、

そ
の
解
釈
は
一
様
で
は
な
く
、「
カ
ザ
ド
リ
テ
」
は
、
難
語
の
一
つ
の
よ
う
で
あ

る
。

　

し
か
し
、『
愚
管
抄
全
註
解
』
の
本
文
に
付
さ
れ
た
校
異
に
よ
れ
ば
、
伴
信
友

の
付
し
た
校
本
に
、「
さ
と
り
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
こ
は
、「
察
知
す
る
。
け
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ど
る
。
か
ぎ
つ
け
る
。
香
を
意
味
す
る
「
か
ざ
」
を
、「
け
ど
る
」
に
類
推
し
て

で
き
た
語
か
」（『
角
川
古
語
大
辞
典
』
一
九
八
二
・
6
）、「
か
ぎ
つ
け
る
、
察
知

す
る
、
の
意
か
」（『
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
』
二
〇
〇
一
・
3
）
の
よ
う
に
解

す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　

と
す
れ
ば
、
こ
う
解
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
。『
愚
管
抄
』
で
は
、
信
西
の
子

の
俊
憲
と
貞
憲
は
信
頼
の
攻
撃
を
受
け
た
院
御
所
か
ら
逃
げ
た
も
の
の
、
俊
憲

は
、
一
旦
北
の
対
の
屋
の
縁
の
下
に
避
難
し
た
後
に
逃
走
し
た
。
に
対
し
て
、
信

西
は
、
信
頼
の
攻
撃
を
事
前
に
察
知
し
て
、
師
光
等
家
臣
を
引
き
連
れ
て
、
田
原

に
逃
げ
て
い
る
。
こ
れ
を
、
信
西
は
、
院
御
所
か
ら
退
去
し
た
と
解
す
れ
ば
、
信

西
は
、
事
の
危
急
を
、
後
白
河
院
や
子
息
達
に
も
告
げ
る
こ
と
な
く
事
前
に
逃
げ

た
こ
と
に
な
り
、
不
自
然
さ
が
残
る
。
と
す
れ
ば
、
信
頼
の
攻
撃
を
事
前
に
知
っ

た
信
西
は
、
院
御
所
に
赴
く
こ
と
な
く
、
直
接
田
原
に
向
か
っ
た
と
解
す
る
こ
と

と
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、『
愚
管
抄
』
の
記
事
を
、
信
西
は
、
夜
討
の
こ
と
を
事
前
に

知
っ
て
行
方
を
く
ら
ま
せ
た
と
い
う
よ
う
に
解
す
れ
ば
、
先
に
見
た
『
今
鏡
』
の

「
入
道
諫
む
る
を
い
ぶ
せ
く
思
ひ
て
、
軍
を
起
し
た
り
け
る
を
、
大
徳
悟
り
て
、

行
く
方
知
ら
ず
な
り
に
け
る
に
」
に
合
致
す
る
し
、
一
類
本
『
平
治
物
語
』
の
、

「
此
禅
門
は
、
去
九
日
、
夜
討
の
こ
と
、
か
ね
て
内
々
し
り
け
る
に
や
、
こ
の
お

も
む
き
申
入
れ
ん
と
て
、
院
の
御
所
へ
ま
い
り
け
る
が
」（
一
六
一
頁
）
に
も
合

致
す
る
。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
解
す
れ
ば
、
一
類
本
『
平
治
物
語
』
と
『
愚
管
抄
』
と
の

関
係
は
、
よ
り
近
接
し
た
も
の
と
な
る
が
、
で
は
、
一
類
本
『
平
治
物
語
』
に
見

る
天
変
「
木
星
寿
命
死
に
有
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
天
変
を
言
う
の
か
、
ま
た
、

『
愚
管
抄
』
の
「
本
星
命
位
」
と
、
一
類
本
『
平
治
物
語
』
の
「
木
星
寿
命
死
」

と
の
間
に
は
、
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
の
か
。
後
者
の
点
に
つ
い
て
、
谷
口
は

次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

　

先
ず
、
第
一
点
と
し
て
、
一
類
本
『
平
治
物
語
』
の
記
す
天
変
は
、
中
国
の
天

文
書
や
日
本
の
日
記
類
に
全
く
見
ら
れ
な
い
こ
と
、
ま
た
、
第
二
点
と
し
て
、
天

文
書
で
は
、
木
星
の
こ
と
を
「
歳
星
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
多
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

一
類
本
『
平
治
物
語
』
で
は
、
そ
れ
を
「
木
星
」
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
、
以
上
の

二
点
を
注
意
す
る
。

　

で
は
な
ぜ
、
こ
う
し
た
問
題
が
、
一
類
本
『
平
治
物
語
』
に
見
ら
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
の
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
谷
口
は
、
一
類
本
『
平
治
物
語
』
の
「
木
星

寿
命
死
に
有
」
が
、『
愚
管
抄
』
の
「
本
星
命
位
ニ
ア
リ
」
と
い
う
本
文
の
誤
解

に
基
づ
く
た
め
か
、
あ
る
い
は
、
そ
の
改
変
の
た
め
と
考
え
る
。
一
類
本
『
平

治
物
語
』
に
『
愚
管
抄
』
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
一
類
本
『
平
治
物
語
』

で
、
一
般
的
に
使
わ
れ
る
「
歳
星
」
で
は
な
く
、「
本
星
」
か
ら
「
木
星
」
と
な
っ

た
理
由
、「
命
位
」
か
ら
「
寿
命
位
」（
一
類
本
『
平
治
物
語
』
に
は
、「
寿
命
死
」

と
あ
る
が
、「
寿
命
位
」
の
誤
り
と
す
る
）
と
な
っ
た
理
由
が
分
か
る
と
す
る
。

　

し
か
し
、
一
類
本
『
平
治
物
語
』
の
「
木
星
寿
命
死
」
は
、『
愚
管
抄
』
の
「
本

星
命
位
」
の
誤
解
に
基
づ
く
も
の
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
次
に

引
く
『
玉
葉
』
の
傍
線
部
が
問
題
と
な
る
。

・
今
暁
女
院
御
祈
、
修
二

歳
星
御
祭
一

、
晴
光
修
レ

之
、
今
月
廿
日
比
、
木
星
入
二

御
命
位
一

、
仍
所
レ

修
也
（『
玉
葉
』
正
治
二
年
十
月
十
七
日
条
）

　

宜
秋
門
院
の
御
所
で
、
歳
星
祭
が
修
さ
れ
た
と
す
る
記
事
で
あ
る
。
今
月
の

二
十
日
頃
に
、
木
星
が
「
御
命
位
」
に
入
る
た
め
、
歳
星
祭
が
修
さ
れ
た
こ
と
が

分
か
る
。
そ
の
歳
星
祭
の
詳
細
に
つ
い
て
は
分
か
ら
な
い
点
が
多
い
が
、
こ
の

『
玉
葉
』
の
用
例
か
ら
も
、
一
類
本
『
平
治
物
語
』
の
記
事
は
、『
愚
管
抄
』
か
ら
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の
改
変
と
は
言
い
難
い
だ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
一
類
本
『
平
治
物
語
』
の
「
木
星

寿
命
死
」
は
、
谷
口
が
推
測
す
る
よ
う
に
、「
木
星
寿
命
位
」
の
誤
り
と
考
え
て

良
い
だ
ろ
う
。

　

物
語
に
よ
れ
ば
、
信
西
は
、
夜
討
の
こ
と
を
前
々
か
ら
知
っ
て
い
た
た
め
、
こ

の
事
を
申
し
入
れ
る
た
め
に
、
院
御
所
に
行
っ
た
が
、
丁
度
御
遊
の

中
だ
っ
た

た
め
、
女
房
に
子
細
を
申
し
置
い
て
、
御
所
を
退
去
し
た
と
い
う
。
し
か
し
、
そ

の
後
の
記
事
に
よ
る
と
、
信
西
の
宿
運
が
尽
き
て
い
た
た
め
か
、
三
日
前
か
ら
出

て
い
た
天
変
を
、
今
夜
初
め
て
見
つ
け
た
と
す
る
。
今
夜
と
は
、
謀
叛
の
あ
っ
た

九
日
の
夜
を
指
そ
う
。
こ
の
前
後
の
記
事
は
や
や
分
か
り
に
く
い
が
、
信
西
は
、

九
日
の
夜
討
の
こ
と
は
事
前
に
知
っ
て
い
た
と
先
に
書
か
れ
て
あ
っ
た
わ
け
だ
か

ら
、
三
日
前
か
ら
出
て
い
た
天
変
の
示
す
予
兆
と
は
、
夜
討
の
こ
と
で
は
な
い
は

ず
だ
。

・
木
星
寿
命
死
に
有
、
忠
臣
、
君
に
か
は
る
と
い
ふ
天
変
也
。（
一
六
二
頁
）

と
あ
る
よ
う
に
、
帝
の
命
に
関
わ
る
天
変
で
あ
っ
た
と
す
る
の
だ
ろ
う
。
だ
か

ら
、
信
西
は
、
君
の
命
に
替
わ
ろ
う
と
の
思
い
を
持
つ
に
至
っ
た
の
だ
ろ
う
。
先

に
引
い
た
『
玉
葉
』
の
用
例
か
ら
も
、「
木
星
入
御
命
位
」
と
の
天
変
は
、
貴
顕

の
身
に
関
わ
る
天
変
の
表
示
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
理
解
と
も
齟
齬
し
な
い
。
谷
口

の
、

・
木
星
は
帝
王
の
象
徴
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
寿
命
位
に
あ
る
、
つ
ま
り
帝
王
の

死
を
暗
示
す
る
天
変
が
こ
こ
に
新
た
に
誕
生
し
た
と
い
う
わ
け
だ
。

と
の
判
断
に
間
違
い
の
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　

一
方
の
、『
愚
管
抄
』
に
い
う
「
本
星
命
位
ニ
ア
リ
」
と
い
う
の
は
、
何
を
意

味
す
る
の
か
。『
日
本
の
名
著
　

慈
円
　

北
畠
親
房
』
の
現
代
語
訳
で
は
、

・
行
く
と
し
て
も
、
星
の
方
位
を
見
る
に
も
う
ど
う
し
て
み
て
も
の
が
れ
る
す
べ

は
あ
る
ま
い
（
二
二
三
頁
）

と
あ
り
、『
愚
管
抄
全
註
解
』
で
は
、

・
そ
の
人
の
生
ま
れ
た
年
の
星
が
そ
の
年
に
廻
り
合
わ
せ
た
。
本
命
に
当
る
。

（
三
八
二
頁
）

と
あ
る
。
こ
の
部
分
の
注
解
に
詳
し
い
の
も
、
や
は
り
谷
口
で
、
氏
に
よ
れ
ば
、

・
信
西
自
身
の
本
命
星
が
本
命
位
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
間
違
い
な
か
ろ
う
。
言

い
換
え
る
な
ら
ば
、
信
西
の
寿
命
が
尽
き
た
と
い
う
こ
と
を
天
が
示
し
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

と
な
る
。
と
す
れ
ば
、

・
信
西
が
奈
良
へ
落
ち
た
の
は
、
本
来
、
自
身
の
命
運
の
尽
き
る
の
を
悟
っ
た
か

ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

と
す
る
谷
口
の
判
断
に
間
違
い
は
な
い
。
ま
た
、一
方
で
、一
類
本
『
平
治
物
語
』

が
、『
愚
管
抄
』
と
は
異
な
り
、「
帝
王
の
危
難
を
救
う
、
身
代
り
の
行
動
」
と
し

て
描
い
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
一
類
本
『
平
治
物
語
』
の
そ
う
し
た
本
文
が
、『
愚
管
抄
』
の
一
文

を
改
変
し
て
採
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
成
し
た
と
は
、
先
に
指
摘
し
た
『
玉

葉
』
の
記
事
か
ら
し
て
も
言
い
難
い
よ
う
に
考
え
る
。

三
　

ま
と
め

　

本
稿
で
論
じ
た
こ
と
は
、
以
下
の
二
点
で
あ
る
。

1
　

『
保
元
物
語
』『
平
治
物
語
』『
平
家
物
語
』
三
作
品
の
歴
史
叙
述
の
方
法
を

検
証
し
て
み
る
と
、
い
ず
れ
の
作
品
で
も
、
乱
の
原
因
を
、
乱
を
起
こ
し
た
者

達
の
確
執
や
私
怨
・
野
望
に
求
め
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
事
件
が
そ
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う
し
た
由
な
き
理
由
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
た
企
て
で
あ
っ
た
が
た
め
に
、
い

ず
れ
も
失
敗
に
終
わ
っ
た
と
、
批
判
的
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

し
か
し
、
三
作
品
は
、
こ
の
よ
う
に
共
通
し
た
歴
史
叙
述
の
方
法
に
立
ち
な
が

ら
も
、
一
方
で
、
様
々
な
趣
向
を
凝
ら
し
て
物
語
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
を
具

体
的
に
指
摘
し
た
。

2
　

一
類
本
『
平
治
物
語
』
と
『
愚
管
抄
』
と
の
関
係
を
、
信
西
南
都
落
ち
記
事

中
に
見
る
天
変
記
事
に
よ
っ
て
考
え
た
。
そ
の
検
証
に
よ
れ
ば
、
一
類
本
『
平

治
物
語
』
の
天
変
記
事
は
、『
愚
管
抄
』
の
天
変
記
事
の
誤
解
に
よ
っ
て
生
成

し
た
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。

注（
1
）

　

『
平
清
盛
の
闘
い
　

幻
の
中
世
国
家
』（
角
川
書
店
二
〇
〇
一
・
2
）

（
2
）

　

『
保
元
・
平
治
の
乱
を
読
み
な
お
す
』（
日
本
放
送
出
版
協
会
二
〇
〇
四
・
12
）

（
3
）

　

『
源
義
経
』（
吉
川
弘
文
館
二
〇
〇
七
・
2
）

（
4
）

　

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
保
元
物
語
　

平
治
物
語
　

承
久
記
』（
岩
波
書
店

一
九
九
二
・
7
）。
以
下
引
く
、
半
井
本
『
保
元
物
語
』・
慈
光
寺
本
『
承
久
記
』
本
文

も
、
同
書
に
よ
る
。

（
5
）

　

こ
の
部
分
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
論
で
扱
っ
た
。
ご
参
照
願
い
た
い
。「『
保

元
物
語
』
の
諸
問
題
」（
名
古
屋
学
院
大
学
論
集
（
人
文
・
自
然
科
学
篇
）
四
一―

二
、
二
〇
〇
五
・
1
）

（
6
）

　

竹
鼻
績
。
全
訳
注
『
今
鏡
上
・
中
・
下
』（
講
談
社
一
九
八
四
・
3
～
一
九
八
四
・

6
）
に
よ
る
。

（
7
）

　

拙
稿
。「『
平
治
物
語
』
成
立
論
の
検
証―

『
平
家
物
語
』
と
の
関
係
に
つ
い
て―

」（
名

古
屋
学
院
大
学
論
集
（
言
語
・
文
化
篇
）
一
八―

一
、
二
〇
〇
六
・
10
）

（
8
）

　

慈
光
寺
本
『
承
久
記
』
は
、
巻
頭
部
分
で
、
神
武
天
皇
か
ら
、
承
久
三
年
の
後
堀
河

天
皇
に
至
る
八
十
五
代
の
帝
の
う
ち
、「
其
間
ニ
国
王
兵
乱
、
今
度
マ
デ
具
シ
テ
、
已
ニ

十
二
ケ
度
ニ
成
」
と
し
て
、
以
下
九
ケ
度
の
兵
乱
の
例
を
記
す
。
そ
の
内
に
、
八
番
目

の
例
と
し
て
保
元
の
乱
を
記
し
、
九
番
目
に
治
承
寿
永
の
内
乱
記
事
を
記
す
が
、
不
思

議
な
こ
と
に
、
そ
の
間
に
生
起
し
た
平
治
の
乱
を
記
さ
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

新
大
系
の
脚
注
で
も
、「
兵
乱
の
叙
述
と
し
て
は
こ
の
後
に
平
治
の
乱
が
記
述
さ
れ
る
べ

き
所
」（
三
〇
一
頁
）と
記
す
よ
う
に
、
平
治
の
乱
の
記
載
が
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。

で
は
な
ぜ
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
平
治
の
乱
が
、「
十
二
ヶ
度
」
と
記

さ
れ
な
が
ら
九
例
し
か
記
さ
れ
な
い
残
り
の
三
例
の
内
の
一
例
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る

が
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
理
由
も
考
え
ら
れ
よ
う
か
。
そ
れ
は
、『
平
治
物
語
』
に
見
る

よ
う
に
、
平
治
の
乱
が
、
信
頼
と
信
西
の
私
怨
に
よ
る
確
執
と
い
う
見
方
が
当
時
で
は

一
般
的
で
あ
っ
た
た
め
、
慈
光
寺
本
『
承
久
記
』
で
は
、
国
王
の
兵
乱
の
事
例
か
ら
省

か
れ
た
と
言
う
よ
う
に
。

（
9
）

　

拙
著
『
平
家
物
語
を
読
む―

成
立
の
謎
を
さ
ぐ
る
』（
和
泉
書
院
二
〇
〇
〇
・
3
）
の

第
二
章
「
平
家
物
語
の
歴
史
叙
述
の
方
法
と
構
想
」。「『
平
家
物
語
』
の
歴
史
観
」（
名

古
屋
学
院
大
学
論
集
（
人
文
・
自
然
科
学
篇
）
三
二―

一
、一
九
九
五
・
7
）
を
基
と
し
、

「『
平
家
物
語
』
の
後
白
河
院―

清
水
寺
炎
上
か
ら
法
印
問
答
を
め
ぐ
っ
て
」（
名
古
屋
学

院
大
学
論
集
（
人
文
・
自
然
科
学
篇
）
三
一―

一
、
一
九
九
四
・
7
）
の
一
部
と
、「『
平

家
物
語
』
と
以
仁
王
挙
兵
譚―

以
仁
王
令
旨
と
福
原
院
宣
を
め
ぐ
っ
て―

」（
名
古
屋
学

院
大
学
論
集
（
人
文
・
自
然
科
学
篇
）
二
五―

一
、
一
九
八
八
・
7
）
と
を
加
え
、
大

幅
に
改
稿
し
た
。

（
10
）

　

注
9
に
同
じ
。

（
11
）

　

野
口
実
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
源
為
義
は
、
家
人
た
ち
の
無
法
な
振
舞
に
よ
っ
て
白
河

院
の
信
任
を
喪
失
し
て
以
降
、
摂
関
家
に
仕
え
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
時
に
義
朝
は
廃

嫡
さ
れ
た
ら
し
い
。
そ
の
後
義
朝
は
、
鳥
羽
院
に
結
び
つ
い
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、

源
為
義
は
摂
関
家
を
後
楯
と
し
た
の
に
対
し
て
、
義
朝
は
鳥
羽
院
権
力
に
支
持
基
盤
を

求
め
た
。
故
に
、
保
元
の
乱
の
際
に
、
為
義
が
崇
徳
院
勢
力
の
側
に
立
ち
、
義
朝
が
後

白
河
天
皇
の
側
に
立
っ
た
の
は
、
必
然
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

野
口
実
『
源
氏
と
坂
東
武
士
』（
吉
川
弘
文
館
二
〇
〇
七
・
7
）
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『平治物語』成立論の検証

（
一
〇

）

（
12
）

　

注
5
で
論
じ
た
。

（
13
）

　

注
9
に
同
じ
。

（
14
）

　

谷
口
耕
一
「
平
治
物
語
の
素
材
と
物
語―

信
西
関
連
章
段
を
め
ぐ
っ
て―

」（
語
文
論

叢
二
〇
、
一
九
九
二
・
10
）

（
本
稿
の
第
二
章
は
、
二
〇
〇
三
年
六
月
二
十
二
日
に
行
わ
れ
た
軍
記
・
語
り
物

研
究
会
で
発
表
し
た
論
「『
平
治
物
語
』
成
立
論
の
検
証
」
の
一
部
を
原
稿
化
し

た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
は
、
二
〇
〇
七
年
度
名
古
屋
学
院
大
学
研
究
奨
励

金
に
よ
る
成
果
の
一
つ
で
あ
る
）
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